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① 行政協力（委員会・要望・防災訓練等）（係数：２）【公益性、影響大】 
 ①-1．行政の審議会・協議会・委員会等 

①-2. 行政との意見交換会・要望提出 
①-3. 市区等防災関連事業への協力および参加 
①-4 その他 

 

② 市民サービス（相談・点検・調査等）（係数：２） 
②-1．建築に関する相談および点検 
②-2．建築に関する各種アドバイザー派遣 
②-3．その他 

   
③ 応急危険度判定等、緊急対応の実施（係数：５）【緊急性、公益性】 

③-1．地震災害時の避難施設の応急危険度判定 
③-2．地震災害時の民間建築物の応急危険度判定 
③-3．その他 

 
④ 講習会・イベント等の実施（係数：2）【公益性、影響大、手間大】  

④-1．市民向けイベント運営・出展 
④-2．小・中学校等への出前講座の実施 
④-3．小・中学生等の職場体験会の実施 
④-4．技術者向け講習会の開催 
④-5．その他 
 

⑤ 講師・イベント講演等（係数：２）【公益性、影響大】 
⑤-1．市民向けイベントにおける講演等 
⑤-2．小・中学校等への出前講座講師 
⑤-3．技術者向け講習会の講師 
⑤-4．その他 

 
⑥ 広報活動（係数：２）【公益性、影響大】 

⑥-1．機関紙の発行 
⑥-2．マスメディア報道への対応 
⑥-3．その他 



 
⑦ 協会・他団体の委員会等への参加（係数：１） 

⑦-1 協会本部・支部の運営及び委員会等への出席 
⑦-2．建築他団体との交換会 
⑦-3．建築他団体主催の委員会・部会等 
⑦-4．その他 

 
⑧ その他（分類に迷う活動） 

「⑧その他」で申請された活動は、会員委員会で①～⑦のいずれかに分類する。 

 

・懇親が主目的の会への参加は、社会貢献活動の対象外とする。  

・報酬を伴う活動（有償活動）は個々の活動内容により分類を判断する。 

 


